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平成１９年度 三重県内市町における高齢者虐待防止法に基づく対応状況 

 
平成２０年１０月 ６日 

三重県健康福祉部長寿社会室 
 
１ 総論 

（１）各市町の相談・通報受理件数の合計 

・ 県内の平成１９年度中の高齢者虐待にかかる相談・通報受理件数は、合計で４１９件

でした。 
・ 各市町ごとの相談・通報受理件数の内訳は、次のとおりです。 
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図１－１ 平成１９年度中の高齢者虐待にかかる相談・通報受理件数 

 
 

・ 相談・通報のうち、４１５件が養護者による虐待、４件が養介護施設従事者による虐

待でした。 
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図１－２ 平成１９年度中の高齢者虐待にかかる相談・通報受理件数の内訳 
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（２）各市町において虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例 

   県内の平成１９年度中の高齢者虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例は、

合計で２６９件でした。 
   各市町ごとの相談・通報受理件数の内訳は、次のとおりです。 
 

0 0 0 1 2
0 0 0

2
0

2
0

4 5 6 7
9

7

1
3

0 0

15

4

37

15

20 21

26

0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4

7 8 8
10 11

16 17
19 20

31

37

54

0

10

20

30

40

50

60

朝
日
町

大
台
町

紀
宝
町

紀
北
町

南
伊
勢
町

川
越
町

多
気
町

度
会
町

御
浜
町

大
紀
町

尾
鷲
市

木
曽
岬
町

東
員
町

亀
山
市

明
和
町

い
な

べ
市

熊
野
市

玉
城
町

鈴
鹿
市

菰
野
町

鳥
羽
市

名
張
市

伊
賀
市

桑
名
市

津
市

伊
勢
市

松
阪
市

四
日
市
市

志
摩
市

件

１８年度

１９年度

 
図１－３ 平成１９年度中の高齢者虐待の認定件数 

  
 

・ 高齢者虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例のうち、２６７件が養護者

による虐待、２件が養介護施設従事者による虐待でした。 
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図１－４ 平成１９年度中の高齢者虐待認定件数の内訳 
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２ 養護者による虐待について 

（１） 相談・通報者（重複回答） 

・ 養護者による虐待４１５件を相談・通報者別に整理すると、うち、１９６人（４７％）

が介護支援専門員・介護保険事業者によるものです。 
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図２－１ 養護者による虐待の相談・通報者別内訳（重複回答） 

 
 
（２） 虐待の種別（重複回答） 

・ 養護者による虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例２６７件のうち、も

っとも多いのが身体的虐待１７４件（６５％）です。 
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図２－２ 虐待の種類（重複回答） 
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（３） 被虐待者の性別（１件につき複数の被虐待者もあり、件数とは一致しない） 

・ 養護者による虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例２６７件（被虐待者

数２８８人）のうち、女性が２０８人（７２％）、男性が８０人（２８％）です。 
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図２－３ 被虐待者の性別 

 
 
（４） 被虐待者の年齢（１件につき複数の被虐待者もあり、件数とは一致しない） 

・ 養護者による虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例２６７件（被虐待者

数２８８人）のうち、８０～８４歳以上が最も多く７４人（２５％）です。 

・ 
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図２－４ 被虐待者の年齢 
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（５） 虐待者との同居・別居 

・ 養護者による虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例２６７件のうち、虐

待者と同居が２２９件（８６％）という状況となっています。 
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図２－５ 虐待者との同居・別居の状況 
 

 
（６） 世帯構成 

・ 養護者による虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例２６７件のうち、最

も多い世帯構成は、既婚の子と同一世帯及び未婚の子と同一世帯の７２件（２７％）

となっています。 
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図２－６ 世帯構成 
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（７） 被虐待者から見た虐待者の続柄（重複回答） 

・ 養護者による虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例２６７件のうち、最

も多い虐待者の続柄は息子で１１８人（４４％）という状況です。 
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 図２－７ 虐待者の続柄 

 
 
（８） 分離を行った事例の対応内訳 

・ 養護者による虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例２６７件のうち、非

虐待者の保護と虐待者からの分離を行った事例を行ったのは９１件あります。 
・ その内訳で最も多いのが「契約による介護保険サービスの利用」で３９件（４３％）

です。 
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図２－８ 分離を行った事例の対応内訳 
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（９）分離していない事例の対応内訳（重複回答） 

・ 養護者による虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例２６７件のうち、非

虐待者の保護と虐待者からの分離していない事例は１６８件あります。 
・ その内訳で最も多いのが「養護者に対する助言・指導」で８８件（５２％）です。 
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図２－９ 分離していない事例の対応内訳 

 
 

（１０）権利擁護に関する対応 

・ 養護者による虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例２６７件のうち、権

利擁護に関する対応を行った事例が７件ありました。その内訳は次のとおりです。 
※日常生活自立支援事業は、以前の「地域福祉権利擁護事業」の事業名称が変更した

ものです。 
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図２－１０ 権利擁護に関する対応内訳 
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３ 養介護施設従事者等による虐待について 

（１） 相談・通報者（重複回答） 

・ 養介護施設従事者等による虐待にかかる相談・通報があった４件を相談・通報者別に

整理すると、次のような結果となります。 
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図３－１ 養介護施設従事者等による虐待の相談・通報者別内訳（重複回答） 

 
（２） 事実確認調査 

・ 養介護施設従事者等による虐待４件のうち、事実確認を行った事例は３件です（１件

は平成２０年度に事実確認調査を予定している事例のため除いています。）。 
・ 事実確認調査の対象となった養介護施設・事業所の種別は「特別養護老人ホーム」が

３件という状況です。 
 
（３） 虐待の種別（重複回答） 

・ 事実確認を行った事例３件のうち、虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事

例は２件です（１件は虐待の事実の判断に至らなかった事例のため除いています）。 
 

2

1

0 0 0
0

1

2

3

身
体
的
虐
待

心
理
的
虐
待

介
護

・
世
話

の
放
棄

・

放
任

経
済
的
虐
待

性
的
虐
待

人

虐待件数

 
図３－２ 虐待の種類（重複回答） 
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（４） 虐待を受けた又は受けたと判断した事例の公表 

・ 県に報告のあった２件の概要は次のとおりです。 
※ 本公表は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」第２

５条の規定に基づき公表しています。 
 事例１ 事例２ 

虐待があった施設・事業所 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 

虐待の種別 身体的虐待 
身体的虐待 
心理的虐待 

虐待を行った養介護施設等

の従事者 
介護職員 事務長 

改善措置 改善計画の提出 改善計画の提出 
 

 
 


